
はじめに

　日本において子どもの虐待に関する相談が急増

している１）。Kempe, H.２）は虐待の定義を「親や保

護者や世話をする人によって引き起こされた，子

どもの健康に有害なあらゆる状態」としており，

子どもの健康状態への影響が考慮されている。虐

待は身体的，心理的，性的虐待およびネグレクト

に分類され，子どもに与える影響も外傷，発育不

良や情緒・行動異常など多岐にわたる３）。服部４）は
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Abstract :  

Background :  As a preventative measure against child abuse, it is important to 

understand the attitude toward child abuse of high school students about to enter an age of 

potential parenthood.

Purpose :  The purpose of this study is to investigate the attitude toward child abuse of 

high school students.

Subjects :  The sample population consists of 233 high school students and 213 their 

mothers and 186 their fathers.

Method :  The students were given a questionnaire accompanied by a written request for 

the study. The students were asked to complete the questionnaire and to return it to the high 

school. All students were informed of their right to decline to participate in the study. The 

questionnaire included the Assessment Standard for Child Maltreatment (ASCM) .

Results :  The mode score was "3" for 13 of the 39 vignettes indicating that a high 

percentage of the students did not consider these 13 vignettes as portraying child abuse. 

Their parents　were more concerned about child abuse than high school students. The 

pearson correlation coefficient showed significance between high school students' ASCM 

and their mothers' ASCM.

Discussion :  The behaviors that the subjects did not regard as child abuse might have 

serious consequences for any future children that they may have. It is important to consider 

approaches to alter the attitude of teenagers toward such behaviors.
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虐待の心理的影響として虐待に伴う直接の恐怖や

苦痛，愛着関係の成立の障害，落ち着きのなさや

攻撃などの情緒・行動障害，言語，精神発達の遅

れ，PTSDや人格障害をあげている。亀岡５）も精

神医学的問題として自傷・他害，反社会的行動，

登校・学習上の問題，食行動異常などをあげてい

る。精神症状を引き起こす虐待の症例報告も多

く６）７），また John H８）は，精神科を受診する患者は，

他の科を受診する患者より，身体的虐待や性的虐

待を明らかに多く受けていることを報告している。

このように虐待は重大な影響を子どもに及ぼすこ

とを私たちは重く受け止め，子どもの権利を守り，

児童虐待の予防を推進することが重要である。

　虐待の予防には専門家間のネットワークの充実

に加えて，一般の人々の虐待に対する認識を高め

ることが必要であるといわれている９）。これまで虐

待に対する認識については，庄司ら１０）がビネット

による調査表を作成し，子どもに関わる専門職を

対象として調査を行っている。その結果子どもに

関わる専門職であっても虐待に対する認識が多様

であり，共通した枠組みがないことを指摘してい

る。金澤１１）も山形県内の福祉・医療専門職を対象

に調査し，地域的な差があることを報告している。

鈴木ら１２）は大学生を対象に同様の調査を行い，明

らかに生命を脅かすような身体的なものや自己満

足を目的とした性的なものは虐待と捉えていたが，

ネグレクトや心理的なもので躾の一部と捉えられ

るものは，虐待の認識が低いという結果であった。

佐藤ら９）は乳幼児の父母に対して調査を行い，心理

的虐待やネグレクトで問題が顕在化していないも

のに対しては意識が低いことを報告している。以

上のように専門職や一般の人々の虐待に対する意

識は明らかにされ，保健活動に役立てられてきて

いるが，次世代を担う若い人々の意識やそれに対

する保健活動はまだすすんでいない。

　以上のことから今回，高校生を対象に「子ども

の虐待に関する意識」の実態を明らかにし，今後

の保健活動に役立てていくために調査を実施した。

子どもの虐待では世代間伝播が問題となっている

ため１３）１４）１５），父母の意識もあわせて検討した。

方　　法

１．対　　象

　対象は山形周辺の高校生 233名とその母 213名

および父186名である。高校生の性別は男子45名，

女子 183名，不明 5名で，平均年齢は 15.6（±

0.6）歳であった。母の平均年齢は 45.0（± 3.3）

歳で，父の平均年齢は 47.6（± 3.8）歳であった。

２．調査内容

１）ビネット調査

　ビネット調査とは短い事例文に対する回答を得

て調査する方法であり，今回は庄司ら１０）が作成し

た 40項目のうち，庄司ら自身が答えにくい設定

であるとした 1項目を除いた 39項目を使用した

（表 1）。39項目中身体的虐待に関するものは 8項

目，心理的虐待に関するものは 10項目，ネグレク

トに関するものは 13項目，性的虐待に関するも

のは 8項目であった。また，1項目につき A：虐

待や放任だと思うか，B：通告する必要があるか，

C：児童相談所の対応についての 3つの質問があ

るが，今回は Aのみ回答を求めた。回答は「1まっ

たく問題ない」から「5虐待または放任である」

の 5段階である。α係数は 0.94であった。

２）Parental Bonding Instrument（PBI日本版）

　虐待に対する意識形成の世代間伝播を検討する

ために，養育された環境を測定するものとして

Parker１６）の作成したPBIの日本版１７）を使用した。PBI

は Protection（OP因子）と Care（CA因子）とい

う 2つの軸に関する 25項目の質問からなり，OP

因子が高いほど over-protectiveであり，CA因子が

低いほど low-careであることを示す。尺度は 4段

階である。

３．調査方法

　調査期間は平成 12年 1月から 2月である。調査

用紙は自記式で，高校の教員より質問紙を配布し

てもらった。質問紙には本人，母，父に同じ番号

をつけ，それぞれ封筒に入れたものを，大きな封

筒に入れた。同時に調査の協力依頼書を同封し配

布した。回収は高校の教員に依頼した。回収率は

91.0%であった。

４．倫理的配慮

　倫理的配慮としては，調査の協力依頼書に目的

とプライバシーの保護，拒否できることを明記し

た。また，プライバシー保護のため，氏名や名簿

は一切使用せず，番号で親子のマッチングを行っ

た。また，本人，母，父の質問紙を別々の封筒に

入れて回収した。 

― １０ ―

山形保健医療研究，第 6号，2003



佐藤幸子，他：子どもの虐待に対する高校生の意識と意識形成の世代伝播

― １１ ―

表１　ビネット３９項目と高校生，母，父の虐待・放任であるとした割合
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◯◯◯51.157.948.1 1．親がパチンコをしている間，乳幼児を車に残しておく

◯◯◯30.042.946.4 2．罰として，子どもを夜中まで外に立たせておく

◯◯◯7.710.76.0 3．親の帰りが遅いため，子どもはいつも夕食を 1人で食べている

◯◯15.912.931.3 4．乳幼児が泣いても無視して，抱っこしてあげない

◯◯◯◯22.727.910.3 5．夜，子どもを寝かしつけてから夫婦で遊びに出かける

◯4.73.07.3 6．親が思春期の異性の子どもと一緒に風呂に入る

◯◯◯60.970.882.8 7．子どもの腹を足で蹴り上げる

◯◯◯13.714.222.7 8．他のきょうだいと比べて「お前はダメだ」という

◯◯◯35.236.513.7 9．子どもが仲間をよんで飲酒しているのに，親は何も言わない

◯52.857.963.910．親の性的満足のために自分の性器を子どもに触らせる

14.215.018.511．親が子どもを叩いたが，けがやあざは生じなかった

◯◯◯14.611.216.312．子どもが嫌がるのに，年齢不相応な早期教育を強要する

◯30.936.927.513．親が洗濯をしないので，子どもはいつも不衛生な服を着ている

◯◯68.281.183.314．子どもにたばこの火を押しつける

◯◯20.219.319.715．太っているのを気にしている子に ,親が「お前はいつ見てもデブだね」という

◯◯19.713.311.616．親が自分の好みで娘に露出度の高い服を着せる

◯◯◯53.663.149.417．親が 18歳未満の子どもと性交する

◯◯45.157.942.518．幼児同士が刃物で遊んでいるのに止めない

◯47.654.961.819．親が子どもを叩いたら，医者による治療が必要な外傷が生じた

31.343.836.520．親が言葉かけをしないので，子どもの発達が遅れている

12.913.716.721．罰として子どもに長時間正坐をさせる

◯24.931.321.022．子どもが精神的に不安定なのに，専門的な診断や援助を受けさせない

◯◯◯52.863.160.123．親が思春期の娘の胸を愛撫する

◯◯◯49.854.971.224．子どもに「あんたなんか生れてこなければ良かった」としばしば言う

◯45.549.845.925．親がギャンブルにお金を使ったため，給食費が払えない

◯◯9.46.98.626．子どもの高熱を坐薬によって下げて，翌朝，保育所に連れて行く

◯◯◯34.844.650.627．子どもの話し掛けを一切無視して答えない

◯◯67.079.483.728．「殺してやる」と真剣な表情で包丁を子どもに突き付ける

◯◯◯◯60.170.060.129．親が酒に酔うと，子どもを叩いている

◯◯42.951.148.530．罰として，子どもの頭をつるつるに剃る

◯23.236.124.931．家出した子どもが帰ってきても，家に入れない

◯60.566.570.432．親が子どもの性器を愛撫する

◯◯◯54.167.857.533．親が子どもの世話をいやがり，ミルクを与える回数が不足している

◯◯23.621.57.734．親が性交の様子なども含めて自分の異性体験について子どもに話す

◯◯19.318.516.735．罰として，子どもの大事にしていたおもちゃを捨てる

◯66.176.080.736．子どもに慢性疾患があり，生命に危険があるのに，病院に連れて行かない

◯◯◯54.965.737.837．親がカラオケなどで遊んでいて家に帰らず，食事を作らない

◯34.341.239.138．親が子どもを叩いたら，あざが出来た

◯◯◯38.641.626.239．親が子どもにポルノビデオを見せる

HL



５．分析方法

　統計処理は SPSS11.0J for Windowsを用いて

行った。男女間や親子間の比率の差を明らかにす

るためにカイ二乗検定を行い，親子間の相関を見

るために Pearsonの相関係数を求めた。p＜ 0.05

を有意水準とした。

結　　果

１．高校生の虐待に対する意識

　各ビネットについて，虐待・放任であるとした

高校生の割合は表 1に示した。最頻値が 5で虐待

であるとの認識の高いビネットは 39項目中 21項

目あった（図 1）。最頻値が「不適切ではあるが虐

待ではない」3であったビネットは 13項目であっ

た。この 13項目のうち身体的虐待に関する項目は

なく，心理的虐待 5項目，ネグレクト 4項目，性

的虐待 4項目であった（図 2）。男女の比率で差が

見られた項目は 13項目で，心理的虐待が 5項目，

ネグレクトが 4項目，身体的，性的がそれぞれ 2

項目でいずれも女子のほうが点数が高かった（図

3）。

２．高校生と母，父の意識

　高校生と母および父の意識の比率に差が見られ

た項目は 26項目であった。高校生の意識の高かっ

た項目は 7項目で心理的が 4項目，身体的 2項目，

ネグレクト 1項目であった（図 4）。母が意識の高

かった項目は 14項目でネグレクト 8項目，身体的

3項目，性的 2項目，心理的 1項目であった（図

5）。父が意識の高かった項目は 13項目で，ネグレ

クト 4項目，性的 4項目，心理的 4項目，身体的

1項目であった（図 6）。

　39項目の点数をカテゴリーごとの合計と全合

計で，親子の相関について検討したところ，全合
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図１　虐待の意識の高い項目

図２　虐待の意識の低い項目

図３　女子の意識の高かった項目

図４　高校生の意識の高かった項目

図５　母の意識の高かった項目

図６　父の意識の高かった項目

表２　高校生と母の意識の相関

性的ネグレクト心理的身体的
高校生
全合計

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊母全合計

＊　＊＊＊　　身体的

＊　＊＊＊　＊＊　心理的

＊＊＊　＊＊＊　＊＊　ネグレクト

＊＊＊＊＊＊＊　＊＊　性　的

＊：p＜ .05　＊＊：p＜ .01



計で高校生と母に正の相関が見られ（p＜0.01），ま

た，身体的（p＜ 0.01），心理的（p＜ 0.01），ネグ

レクト（p＜ 0.05），性的（p＜ 0.01）虐待の各カ

テゴリー間にも正の相関が認められた（表 2）。高

校生と父の全合計に相関は認められなかったが，

身体的（p＜ 0.05），性的（p＜ 0.05）虐待につい

て正の相関が認められた（表 3）。

３．PBI との関連

　PBIの結果は，母の母に対するCA因子と父の母

に対する CA因子が標準より若干低かったがほぼ

標準値であった。子どものビネット得点との関連

では，ネグレクトと子どもの父に対する CA因子

との間に正の相関が見られ（p＜ 0.05），また，父

の母に対する OP因子とネグレクトの間に負の相

関が見られた（p＜ 0.05）。

考　　察

　今回高校生を対象に「子どもの虐待に関する意

識」の実態を調査した。高校生の子どもの虐待に

対する意識としては，最頻値が 5である項目が 21

項目にわたり，6割以上が虐待・放任であると認

識している項目が 10項目であった。それらの項目

は「子どもの腹を足で蹴り上げる」，「子どもにた

ばこの火を押しつける」，「（殺してやる）と真剣な

表情で包丁を子どもに突き付ける」などであり，

虐待の意識の低い項目に身体的虐待がないことか

らも，身体的虐待は高校生には比較的理解しやす

いと思われた。その半面，虐待・放任であると認

識しているものが 1割に満たない項目があり，そ

の内容としては「親が思春期の異性の子どもと一

緒に風呂に入る」，「子どもの高熱を坐薬によって

下げて，翌朝，保育所に連れて行く」，「親が性交

の様子なども含めて自分の異性体験について子ど

もに話す」などであった。心理的虐待，性的虐待，ネ

グレクトの中でも普段マスコミなどにでてきにく

い項目に対する意識は低いと考えられた。また，

ビネットではどのような意図でそれらの行為が行

われるのか，その脈絡がわかりにくいため，この

ような結果になったことも考えられる。

　男女の差では男子の方が意識が低く，特に「他

のきょうだいと比べて『お前はダメだ』という」，

「子どもに『あんたなんか生まれてこなければ良

かった』としばしば言う」，「子どもの話し掛けを

一切無視して答えない」など心理的虐待やネグレ

クトについて女子の方が意識が高かった。これに

ついては女子の方が感受性が高いことも考えられ

るが，山形の地域性として，男の子どもは跡継ぎ

として尊重されていることが反映したものとも推

測される。

　また高校生・母・父の 3者間の意識の差を見る

と，母や父の意識の高い項目が多かった。高校生

の意識が高いものとして「乳幼児が泣いても無視

して，抱っこしてあげない」，「他のきょうだいと

比べて『お前はダメだ』という」，「子どもが嫌が

るのに，年齢不相応な早期教育を強要する」，「子

どもに『あんたなんか生まれてこなければ良かっ

た』としばしば言う」，「子どもの話し掛けを一切

無視して答えない」など自分がそういう対応をさ

れたら傷つくのではないかというような虐待を受

けているという立場に立った反応であると考えら

れた。逆に親はそのような言葉を虐待とは意識せ

ずにいることから，無意識のうちに使用している

ことも考えられた。筆者ら１８）は心理的虐待やネグ

レクトにより小児神経症を引き起こした症例を報

告しており，服部も述べているが，心理的虐待が

子どもに与える影響は大きい。また Kempe, H.２）

の「親や保護者や世話をする人によって引き起こ

された，子どもの健康に有害なあらゆる状態」と

いう定義からしても，心理的虐待とその影響を，

親に対しても周知するような方策が必要である。

　逆に普段子どもを育児する立場にある母はネグ

レクトに対して意識が高く，父は比較的，性的虐

待について意識が高いという結果であった。金

澤１１）は福祉・医療専門職従事者に対しビネットに

よる調査を行っているが，それと比較しても，今

回の結果では，高校生は福祉・医療専門職に比べ

てネグレクトや性的虐待に対する意識が低く，心

理的虐待に対して意識が高いという結果であった。

高校生に対してはネグレクトや性的虐待について，
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表３　高校生と父の意識の相関

性的ネグレクト心理的身体的
高校生
全合計

＊母全合計

＊　身体的

　心理的

　ネグレクト

＊＊＊　性　的

＊：p＜ .05　　　　　　　 



それらが虐待であり，その影響を周知するような

方策が必要である。

　子どもの虐待に対する意識の親子間の関連につ

いては，特に高校生と母の関連が強いことが明ら

かになった。渡辺１３）は子どもの虐待の世代間伝播

の頻度について約 3割程度であると述べており，

森下ら１５）も虐待的な育児態度も世代間伝播するこ

とを述べているが，今回の結果からも虐待に対す

る意識形成が世代間伝播していることが考えられ

た。日常の会話や母のニュースに対する反応など

が高校生の意識に影響すると推測でき，日常的に

虐待に対する正しい知識などの情報提供活動の必

要性が示唆される。

　また，PBIの結果からは父に保護的に養育され

たと感じている高校生はネグレクトに対する意識

が強く，父が父の母から過干渉に養育されたと感

じている高校生のネグレクトに対する意識が低い

ことが示されたが，これに対しては子どもの意識

に対する親子間の関連を見た先行研究は見当たら

ないため，文献検討はできないが，養育環境が子

どもの虐待に対する意識の形成に影響を与えてい

ることが示唆された。これらのことから高校生の

子どもの虐待に対する意識を高めるためには情報

提供活動を行うと同時に，適度に保護的に養育さ

れることが重要であると考えられた。

　今回は男子の対象が少ないため，男女別の親子

間の関連は見ることができず，結果の解釈にも限

界があった。今後男子の対象を増やして検討して

いきたい。

終わりに

　今回の調査で，高校生の子どもの虐待に対する意

識の傾向として，心理的虐待に対しては意識が高い

が，ネグレクトや性的虐待に対しては虐待としての

意識が低いため保健活動の必要性が示唆された。次

世代を担う若者が虐待を正しく認識することに

よって虐待の予防が推進されると考えられた。

　最後にこの研究にご協力いただきました。高校

生ならびにご両親様，高等学校の教員の皆様に心

より感謝申し上げます。
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要　　約

目的：高校生を対象に子どもの虐待に関する意識の実態および虐待に対する意識形

成の世代間の伝播について明らかにする。 

方法：対象は高校生 233名とその母 213名および父 186名である。調査内容は庄司

らが作成したビネット調査および Parental Bonding Instrument（PBI日本版）で，調

査方法は高校の教員より自記式質問紙を配布・回収してもらった。倫理的配慮とし

ては，調査の協力依頼書に目的とプライバシーの保護，拒否できることを明記した。

結果：虐待であるとの認識の低いビネットは 13項目であった。高校生と母および父

の意識の比率に差が見られた項目は 26項目で，父と母の意識のほうが高校生より高

かった。高校生と母の全得点の合計間に正の相関が見られ，各カテゴリー間にも正

の相関が認められた。高校生と父の意識に相関が認められた。

考察：子どもの虐待に対する高校生の意識の傾向として，心理的虐待に対しては意

識が高いが，ネグレクトや性的虐待に対しては意識を高める保健活動の必要性が示

された。

キーワード :  高校生，子どもの虐待，意識




